
○松戸市心身障害者自動車燃料助成要綱

昭和55年９月26日 

松戸市訓令甲第24号 

改正 昭和56年10月１日訓令甲第15号 

昭和58年７月22日訓令甲第13号 

平成元年１月８日訓令甲第２号

平成５年３月31日訓令甲第３号 

平成８年３月29日訓令甲第３号 

平成14年５月31日訓令甲第７号 

平成19年７月31日訓令甲第７号 

平成20年５月14日訓令甲第４号 

平成22年３月31日訓令甲第３号 

平成25年３月29日訓令甲第６号 

平成27年12月28日訓令甲第10号 

（目的）

第１条 この訓令甲は、日常生活を営むうえで自動車の運行を必要とする心身障害者（以下

「障害者」という。）又はその扶養義務者に対して、燃料の一部を助成することにより障

害者の社会参加を助長し、もつてその福祉の増進を図ることを目的とする。

（用語の定義）

第２条 この訓令甲において「自動車」とは、障害者の所有する自動車又は障害者と同一生

計を営む者の所有する自動車で、障害者が常時通勤、通学、通院又は営業等に使用するも

のをいう。

２ この訓令甲において「燃料」とは、無鉛ガソリン及び軽油をいう。

３ この訓令甲において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定による身体障害者

手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載されている障害級別が別表第１に定める級数

のもの

(2) 千葉県療育手帳制度実施要綱（昭和62年１月６日障第329号）第２条の規定による

療育手帳の交付を受けた者で、当該手帳に記載されている障害程度が（(A)）、Aの１

又はAの２のもの 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項
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の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が１級のもの

(4) 戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第４条の規定による戦傷病者手帳の

交付を受けた者で、当該手帳に記載されている障害の程度が別表第２に定める級数のも

の

（対象者）

第３条 燃料の助成対象者は、本市に住所を有し、自動車を使用する障害者又はその扶養

義務者とする。

２ 前項の規定にかかわらず、障害者が自動車の運転免許を取得していない場合で、障害

者の扶養義務者の当該年度に納付すべき市民税所得割額が150,000円以上のときは、助成

しないものとする。

（助成量）

第４条 燃料の助成量は、別表第３に定めるところによるものとする。

（申請及び決定）

第５条 燃料の助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）に対し、松戸市心身

障害者自動車燃料助成申請書（第１号様式）により、申請させるものとする。

２ 前項の申請により燃料助成の可否を決定したときは、松戸市心身障害者自動車燃料助成

決定（却下）通知書（第２号様式）により、申請者に通知するものとする。

（燃料の助成）

第６条 燃料の助成は、助成決定をした者に対し、助成決定した日の属する月分から給油券

（第３号様式）を交付して行うものとする。

２ 給油券の交付を受けた者（以下「受給者」という。）に対し、別に定める燃料給油所（以

下「給油所」という。）で、給油券と引換えに燃料の供給を受けさせるものとする。

（燃料費の請求）

第７条 給油所に対し、月毎に給油券を集計させ、その翌月の10日までに、給油券を添え

て燃料費の請求をさせるものとする。

（届出義務）

第８条 障害者又はその扶養義務者が次の各号の一つに該当するときは、受給者又はその遺

族に対し、松戸市心身障害者自動車燃料助成変更・消滅届（第４号様式）により、届け出

させるものとする。

(1) 死亡したとき。 

(2) 住所を変更したとき。 
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(3) 氏名を変更したとき。 

(4) 自動車を変更したとき。 

(5) 自動車を使用しなくなつたとき。 

(6) 障害者の障害程度が変更されたとき。 

（返還） 

第９条 受給者が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、助成した燃料に相当す

る金額の全部又は一部を返還させるものとする。 

（補則） 

第10条 この訓令甲に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令甲は、昭和55年10月１日から施行する。 

（失効） 

２ この訓令甲は、国又は県において、この訓令甲に係る助成制度と類似する制度が施行さ

れた時に、その効力を失う。 

附 則（昭和56年10月１日松戸市訓令甲第15号） 

この訓令甲は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和58年７月22日松戸市訓令甲第13号） 

この訓令甲は、昭和58年８月１日から施行する。 

附 則（平成元年１月８日松戸市訓令甲第２号） 

この訓令甲は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年３月31日松戸市訓令甲第３号） 

（施行期日） 

１ この訓令甲は、平成５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令甲による改正後の松戸市心身障害者自動車燃料助成要綱の規定は、平成５年４

月１日以後の燃料の助成について適用し、同日前の燃料の助成については、なお従前の例

による。 

附 則（平成８年３月29日松戸市訓令甲第３号） 

この訓令甲は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年５月31日松戸市訓令甲第７号） 
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この訓令甲は、平成14年６月１日から施行する。 

附 則（平成19年７月31日松戸市訓令甲第７号） 

（施行期日） 

１ この訓令甲は、平成19年８月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令甲による改正後の松戸市心身障害者自動車燃料助成要綱の規定は、施行日以後

の燃料の助成について適用し、施行日前の燃料の助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成20年５月14日松戸市訓令甲第４号） 

（施行期日） 

１ この訓令甲は、平成20年８月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令甲による改正後の松戸市心身障害者自動車燃料助成要綱の規定は、施行日以後

の燃料の助成について適用し、施行日前の燃料の助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成22年３月31日松戸市訓令甲第３号） 

この訓令甲は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日松戸市訓令甲第６号） 

この訓令甲は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月28日松戸市訓令甲第10号） 

（施行期日） 

１ この訓令甲は、平成28年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令甲の施行の際、この訓令甲による改正前の様式による用紙で、現に残存するも

のは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

別表第１ 

障害の区分 障害程度級数 

視覚障害 1級から3級まで、4級（両眼の視野がそれぞれ5度以内のものは除

く。） 

聴覚障害 2級、3級 

平衡機能障害 3級 

上肢不自由 1級、2級 

下肢不自由 1級から6級まで 
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体幹不自由 1級から3級まで、5級 

心臓機能障害 1級、3級 

じん臓機能障害 1級、3級 

呼吸器機能障害 1級、3級 

肝臓機能障害 1級から3級まで 

別表第２ 

障害の区分 障害程度級数 

視覚障害 特別項症から第4項症まで 

聴覚障害 特別項症から第4項症まで 

平衡機能障害 特別項症から第4項症まで 

上肢不自由 特別項症から第3項症まで 

下肢不自由 特別項症から第6項症まで 

第1款症から第3款症まで 

体幹不自由 特別項症から第6項症まで 

第1款症から第3款症まで 

心臓機能障害 特別項症から第3項症まで 

じん臓機能障害 特別項症から第3項症まで 

呼吸器機能障害 特別項症から第3項症まで 

別表第３ 

車両区分 助成量 

普通車 ガソリンエンジン 無鉛ガソリン1か月20リットル 

ディーゼルエンジン 軽油1か月15リットル 

軽自動車 無鉛ガソリン1か月15リットル 
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第１号様式 

第２号様式 

第３号様式 

第４号様式 
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